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都道府県医師会
感染症危機管理担当理事 殿

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
 第12条第1項の規定に基づく届出について

 標記の件にうきましては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
 する法律第12条第1項の規定に基づき、医師は、診察の結果、受診者が結核
 患者であると診断したときは、直ちにその患者について厚生労働省令で定める
 事項を、最寄りの保健所長に届け出なければならないこととされております。

 今般、公衆衛生関係行政事務指導監査において、伺項の規定が順守されてい
 ない事例が多数判明していることから、あらためて同項による届出義務が順守
 されるよう、その趣旨等を周知する旨、厚生労働省健康局結核感染症課長より

 各都道府県衛生主管部(局)長等宛通知がなされました。
 つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管下

 郡市区医師会、関係医療機関等に対する周知方について、ご高配の程よろしく
 お願い申し上げます。
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